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千葉市農業委員会農地部会議事録 

 
平成２９年７月１２日、千葉市農業委員会農地部会長 鈴木 武夫は、平

成２９年度第４回農地部会を千葉中央コミュニティセンター２階第２８会議

室に招集した。 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について  １５件 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について   １件 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について（一時転用）１件 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について   ７件 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用）１件 

議案第６号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について ２件 

議案第７号 千葉市農用地利用集積計画（案）の決定について １３件 

議案第８号 農用地利用配分計画（案）の意見について    １件 

議案第９号 農地売買等事業を含む農地利用集積円滑化事業規定の変更について  １件 

 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について   ５件 

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について １１件 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について  ２６件 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について １件 

報告第５号 地目変更について              １１件 

報告第６号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第４条） ２件 

報告第７号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第５条） ５件 
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＜出席委員＞（１５名） 

   １番 橋 本  泉        ２番 長谷部 衡 平 

３番 小 林 正 明       ４番 笠 川 泰 雄 

５番 武津岡 広 治       ６番 鈴 木 武 夫（農地部会長）   

８番 猪 野 幹 夫       ９番 宮 﨑 一 雄 

１１番 浅 尾  孝       １２番 大 塚  久（職務代理者）   

１３番 竹 下 洋 一      １４番 長谷川  功 

  １５番 石 橋 幹 男      １６番 髙 澤 義 信 

１７番 小 川 隆 良 

 

＜欠席委員＞（２名） 

７番 中 島 賢 治      １０番 蛭 田 浩 文 

＜事務局説明員＞ 

事務局長    加 瀬 秀 行   次  長    岡 本 茂 之 

次長補佐    橘 薗 俊 朗   農地指導班長  今 井 正 隆 

農地利用最適化推進班長  福 島  悟    農地審査班長  江 上 章 子 

 

＜農政部説明員＞  

農政課農地保全班長  中 村 健 一 
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会（午後１時３０分） 

 

ただ今から平成２９年度第４回農地部会を開会いたし

ます。 

本日の出席委員は、１７名中、１５名出席ですので、会

議は成立しております。 

日程第１の議事録署名人の選任の件でございますが、 

議席番号順となっておりますので、私から指名させていた

だきます。１２番・「大塚 久」委員、１３番・「竹下 洋

一」委員のご両名にお願いいたします。 

 

それでは、日程第２の議事に入らせていただきます。 

はじめに、議案第１号「農地法第３条の規定による許可

申請について」を上程いたします。 

第２分科会委員長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

なお、第１項から第１０項につきましては、面接を実施

いたしましたので併せてご説明いたします。 

第１項から第１０項は権利者が同一ですので、一括して

ご説明します。 

お手元の資料の１－１～１０をご参照ください。 

資料は、営農計画書と位置図を添付しております。 

本案件は、権利者であります千葉県柏市の農地所有適格

法人が、若葉区大宮町に在住の方等１０名が所有する同区

同町の農地を、経営規模を拡大するため、賃借権を設定す

るものです。 

面接した権利者によりますと、権利者は柏市、大網白里

市などでも農地を賃借しており、千葉市では、今回の申請

土地２．５ヘクタールから、将来的には４．５ヘクタール

を目標に経営面積を拡大させる計画であるとのことです。 

申請地の取得後の作目は、飼料米を予定しております。 

 次に、第１１項です。 

お手元の資料の１－１１をご参照ください。 

本案件は、権利者であります緑区平山町の一般法人が、

いすみ市に在住の方が所有する緑区平山町の農地を、経営

規模を拡大するため、賃借権を設定するものです。 

申請地の取得後の作目は、ミニトマト、パクチーを予定

しております。 

次に、第１２項です。 

お手元の資料の１－１２をご参照ください。 

本案件は、権利者であります花見川区横戸町在住の方
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

小林正明委員 

 

 

事 務 局 

が、義務者であります花見川区幕張町在住の方が所有する

同区同町の農地を経営規模を拡大するため、売買により取

得するものです。 

 申請地の取得後の作目は、花の栽培を予定しておりま

す。 

次に、第１３項です。 

本項は第１４項との関連案件ですので一括してご説明

します。 

お手元の資料の１－１３・１４をご参照願います。 

本案件は、権利者であります中央区矢作町在住の方が、

義務者であります同区同町在住の方々が所有する同区同

町の農地を農作業の効率化のため、土地を相互に交換した

いというものです。 

申請地の取得後の作目は、いずれもナス・キュウリを予

定しております。 

次に第１５項です。 

お手元の資料の１－１５をご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区古泉町在住の方が、

義務者であります同区高根町在住の方が所有する同区同

町の農地を経営規模を拡大するため、代物弁済により取得

するものです。 

申請地の取得後の作目は水稲を予定しております。 

第２分科会としましては、農地法第３条第２項各号の

「全部効率利用要件」、「農作業の常時従事要件」、「下

限面積要件」及び「地域調和要件」等に適合しており、ま

た、第１～１０項につきましては、それらに加え、同法第

２条第３項各号の「事業要件」、「構成員要件」及び「役

員要件」に適合しており、また、第１１項議案につきまし

ては、同法第３条第３項各号の「解除条件」、「地域にお

ける役割分担」及び「業務執行役員のうち一人以上の者が

農業に常時従事する」等に適合しており、許可要件の全て

を満たしているものと判断し、許可相当と意見決定いたし

ました。 

説明は以上でございます。 

 

ただいまの、第２分科会委員長からの説明について、質

問、意見等ございますか。 

 

第１～１０項ですが、水利権についてですが、地元の人

たちとはどのような状況になっておりますか。 

 

農地法上の手続きでは、確認しておりますのは耕作権に
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小林正明委員 

 

長谷部衡平委員 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

長谷部衡平委員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

長谷部衡平委員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

小林正明委員 

 

 

 

ついてのみであり、水利権については確認しておりませ

ん。ただし当該申請者はさらに農地の拡大を進めるべく、

地元の方々と話し合いを継続していると聞いております。 

 

今後は事務局の方で確認だけはお願いいたします。 

 

第１～１０項の柏の法人ですが、地元で説明があり大網

の方に支店があるそうですが、この支店登記はなされてい

るか。次に具体的な地番は不明だが、農地に重機が沈んで

いるが把握しているか。もう一点、肥料が２５万円とある

が、長年の耕作放棄地であり１反あたり１万円の肥料で足

りるのか、以上３点を伺いたい。 

 

まず、大網の支店についてですが、支店登記されている

ことを法人登記により確認しております。次に重機が沈ん

でいる件についてですが、事務局も確認済みでございま

す。最後に肥料の件についてですが、事務局では当法人か

らの聞き取りや提出されました営農計画書の記載により

２５万円と把握しておりますが、この金額で妥当か否かに

ついては、まだ計画の段階のことであり、わかりかねます。 

 

重機が沈んでいることに関連するが、３条許可を出す前

に、この法人は工事に取り掛かっているか、それでよいの

か伺いたい。 

 

現在取り掛かっている工事につきましては、３条の許可

がでて、この法人が正式に農地を借り受けるまでは、この

法人へ貸す準備をするために、地主からこの法人に委託し

てきれいにしているというかたちになっております。 

 

重機が埋まっていることについては、地域の方々から問

い合わせを受けております。 

もうひとつ、許可を受けたら来年の５月から始めて、９

月に収穫ということですが如何でしょうか。 

 

米なので来季から始めたいとのことです。今季は整地を

するところまで行うとのことです。 

 

資料米の作付けとのことですが、賃料として土地所有者

に渡す米はここで生産した米ではないですね。他のところ

で生産した米ですね。 
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事 務 局 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

  小林正明委員 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議    場 

 

 

おっしゃるとおりです。 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、許可することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

  ――― 挙手多数 ――― 

 

賛成多数でございますので、議案第１号は許可と決定い

たします。 

 

次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請

について」を上程いたします。 

第２分科会委員長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

お手元の資料の議案第２号を併せてご参照ください。 

本案件は、貸駐車場用地とするものです。 

申請地は、千葉県立特別支援学校から北東に約３００ｍ

に位置する農地です。 

農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地で

あることから、第２種農地と判断しました。 

 被害防除は、排水関係につきましては雨水は自然浸透で

処理します。また、周囲にブロックを設置し土砂の流出を

防止します。 

第２分科会としましては、申請内容等に特に問題は無い

ものと判断し、許可相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ただいまの、第２分科会委員長からの説明について、質

問、意見等ございますか。 

 

情報提供ですが、隣接地は今年の３月に車両置場への転

用申請があり現地調査も行った案件です。 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、許可することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

  ――― 挙手全員 ――― 
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

  議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

  議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

賛成全員でございますので、議案第２号は、許可と決定

いたします。 

 

次に、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請

について（一時転用）」を上程いたします。 

第２分科会委員長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

本件は、農地造成に関するものです。 

資料「議案第３号」の位置図及び土地利用計画図を御覧く

ださい。 

緑区高田町に在住の方が、自ら所有する同町の畑、２，

０２８平方メートルの内、２７０．７５平方メートルにつ

いて、用地が斜面になっているため、埋め立てを行い平ら

に農地造成するものです。 

被害防除としては、埋め立て下流部に土のうを設置し、

工事の土砂及び泥水等の流出を防止。法面の崩壊が無いよ

う十分に転圧をし、水が流れ出ないよう法肩の整形を行い

種散布を行い養生する。こととなっています。 

 一時転用の期間は、平成２９年９月３０日までとなりま

す。 

 第２分科会といたしましては、特に問題はないものと判

断し、許可相当と意見決定いたしました。 

以上でございます。 

 

ただいまの、第２分科会委員長からの説明について、質

問、意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

  ――― 質問・意見等無し ――― 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、許可することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

  ――― 挙手全員 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第３号は、許可と決定

いたします。 

 

次に、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請

について」を上程いたします。 

第２分科会委員長、ご説明願います。 
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第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご説明いたします。 

なお、第１項から第４項につきましては、現地調査を実

施いたしましたので、その結果も併せてご説明いたしま

す。 

初めに第１項です。 

お手元の資料の４－１を併せてご参照ください。 

本案件は、貸車両置場用地とするため、売買により取得

するものです。 

申請地は、千葉市立犢橋小学校から北東に約２００ｍに

位置する農地です。 

農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であることから第３種農地と判断いたしました。 

現況は休耕地で、周辺は資材置場や住宅が混在しており

ます。  

被害防除は、排水関係につきましては、雨水を自然浸透

で処理します。 

 また、ブロック及びフェンスを設置し土砂の流出を防止

します。 

 

次に、第２項です。 

お手元の資料の４－２を併せてご参照ください。 

本案件は、本案件は、資材置場用地とするため、売買に

より取得するものです。 

申請地は、千葉市立犢橋小学校から北東に約２００ｍに

位置する農地です。 

農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であることから第３種農地と判断いたしました。 

現況は休耕地で、周辺は資材置場や住宅が混在しており

ます。  

被害防除は、排水関係につきましては、雨水を自然浸透

で処理します。 

また、ブロック及びフェンスを設置し土砂の流出を防止

します。 

 

次に、第３項です。 

お手元の資料の４－３を併せてご参照ください。 

本案件は、資材置場用地とするため、売買により取得す

るものです。 

申請地は、千葉北インターチェンジから南東に約６００

ｍに位置する農地です。 

農地区分は、一部は市街地化が見込まれる区域内にある

農地であることから、第２種農地と判断し、一部は市街地
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化の傾向が著しい区域内にある農地であることから第３

種農地と判断いたしました。 

現況は休耕地で、周辺は倉庫や農地が混在しておりま

す。  

被害防除は、排水関係につきましては、雨水を自然浸透

で処理します。 

また、ブロックと鋼板塀を設置し土砂の流出を防止しま

す。 

次に、第４項です。お手元の資料の４－４を併せてご参

照ください。 

本案件は、障害者支援施設用地とするため、売買により

取得するものです。 

申請地は、千葉市立大宮小学校から西に約３５０ｍに位

置する農地です。 

農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であることから第３種農地と判断いたしました。 

現況は休耕地で、周辺は住宅や障害者支援施設に囲まれ

ております。 

被害防除は、排水関係につきましては雨水は浸透施設に

より流出抑制後、雨水管に接続します。 

汚水は汚水管に接続します。 

また、周囲にブロック、フェンスを設置し、土砂の流出

を防止します。 

他法令は都市計画法が該当し、現在手続中です。 

 

次に、第５項です。お手元の資料の４－５を併せてご参

照ください。 

本案件は、建売分譲住宅用地とするため、売買により取

得するものです。 

申請地は、JR幕張駅から北東に約６５０ｍに位置する農

地です。 

農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であることから第３種農地と判断いたしました。 

被害防除は、排水関係につきましては汚水は合併浄化槽

より処理後、雨水管に接続します。雨水は浸透槽にて抑制

後、雨水管に接続します。 

また、周囲にブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

他法令は都市計画法が該当し、現在手続中です。 

 

次に、第６項です。お手元の資料の４－６を併せてご参
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

照ください。 

本案件は、専用住宅用地とするため、売買により取得す

るものです。 

申請地は、千葉市立誉田東小学校から南東に約４００ｍ

に位置する農地です。 

農地区分は、一部は市街地化が見込まれる区域内にある

農地であることから、第２種農地と判断し、一部は市街地

化の傾向が著しい区域内にある農地であることから第３

種農地と判断いたしました。 

被害防除は、排水関係につきましては雨水は浸透桝を設

置し敷地内で処理。汚水は汚水管に接続します。 

また、周囲にブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

他法令は都市計画法が該当し、現在手続中です。 

 

次に、第７項です。お手元の資料の４－７を併せてご参

照ください。 

本案件は、専用住宅用地とするため、売買により取得す

るものです。 

申請地は、千葉市立誉田東小学校から南東に約７００ｍ

に位置する農地です。 

農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であることから第３種農地と判断いたしました。 

被害防除は、雨水は浸透槽にて抑制後、雨水管に接続し

ます。汚水は汚水管に接続します。 

また、周囲にブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

他法令は都市計画法が該当し、現在手続中です。 

 

第２分科会としましては、申請内容等に特に問題は無い

ものと判断し、許可相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ただいまの、第２分科会委員長からの説明について、質

問、意見等ございますか。 

 

  ――― 質問・意見等無し ――― 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、許可することに賛成

の方は、挙手願います。 
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議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

長谷部衡平委員 

 

 

 

  ――― 挙手全員 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第４号は許可と決定い

たします。  

 

次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請

について（一時転用）」を上程いたします。 

第２分科会委員長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

議案書の１１ページをご覧ください。 

第１項です。 

本件は現地調査案件です。 

資料「議案第５号」の位置図、公図及び土地利用計画図

を御覧ください。 

本件は、平成２８年度第１１回農地部会でご審議をいた

だき、３月２８日付で転用許可を行いました特別養護老人

ホーム建設案件の、関連事業に係るものです。 

建設工事を請け負った、若葉区千城台西に本店を置く法

人が、隣接する田 3筆、合計１，６９２平方メートルに賃

借権を設定し、一時的に「工事用仮設事務所、建設関係者

駐車場及び資材仮置き場」として使用したい、というもの

です。 

申請地の現況は、田ですが現在は休耕となっておりま

す。 

設置するにあたり、砕石敷き整地、鉄板敷きを行い、工

事用仮設事務所、建設関係者駐車場及び資材仮置き場を設

置します。 

一時転用期間は、平成３０年７月２０日までの約１年間

となっております。 

費用は、約４１２万円となります。 

第２分科会といたしましては、特に問題はないものと判

断し、許可相当と意見決定いたしました。 

以上でございます。 

 

ただいまの、第２分科会委員長からの説明について、質

問、意見等ございますか。 

 

田んぼに砕石を敷く計画ですと、田に戻すのは難しい。 

 地主に返す際には、雑種に地目変更することを許可条件

としたらどうか。 
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猪野幹夫委員 

 

 

長谷部衡平委員 

 

 

猪野幹夫委員 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林正明委員 

 

猪野幹夫委員 

 

 

 

長谷部衡平委員 

 

 

武津岡広治委員 

 

猪野幹夫委員 

 

長谷部衡平委員 

 

 

 

 現在若しくは次の地域の農業委員から、地権者に地目変

更という方法もありますよと指導したらどうですか。 

 

もう一つ、事務局の方から、雑種地に地目変更してくだ

さいと言うのは困難でしょうか。 

 

申請者が申請して、それを事務局、農業委員が決裁する

わけであり、事務局、農業委員からこうしてくださいとい

うのは筋が違う。しかし地区を担当する農業委員としてこ

ういう方法もありますよ、と指導するのは間違いではあり

ません。 

 

法律論だけでお話ししますと、農地を守るべき立場なの

で、できるだけ最小限の面積にして、工事の間だけしか使

わないという申請ですので、工事が終わったら農地に戻し

てくださいというのが根本の法律の話です。ですので、申

請・手続き上は雑種地にするというより、今後耕作できる

状況であれば田んぼとしてできるだけ戻して、農地を残す

というのが法律の趣旨です。今後、耕作していく見込みは

無いというのであれば、地目変更等の選択肢もあると思い

ますが、地権者さんの意向に沿っていくというのは、猪野

委員さんのおっしゃるとおりではあります。ですが法律上

のお話ですと、最小限の面積・期間で一時的に行ってくだ

さいというのが、趣旨です。 

 

砕石敷いたら、農地に戻すのは困難です。 

 

砕石敷いたから農地に戻せないかというと、そうではな

いと思う。現代の農機具を使えば可能です。できないとい

うことは無いと思います。 

 

できないことは無いと思いますが費用はかかるでしょ

う。 

 

地権者は農業やっていますか。 

 

やっています。土地を所有しています。 

 

いずれにしても、農地に戻せないことは無いのでしょう

が、戻した際には事務局が確認に行きますよ、ということ

は指導してもらいたいと思います。 
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議   場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

議   場 

 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、許可することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

  ――― 挙手全員 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第５号は許可と決定い

たします 

 

次に、議案第６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者

証明願について」を上程いたします。 

第２分科会委員長、ご説明願います。 

 

 

ご説明いたします。 

第１項です。浅尾 孝委員から、緑区誉田町の畑２筆、

合計面積５６０．０３平方メートルについて、申出者の夫

が農業の主たる従事者であった旨の現地調査結果報告書

が、農地部会長あてに提出されております。買取り申出の

事由は、農業従事者の「死亡」によるものです。 

第２分科会といたしましては、特に問題ないものと判断

し、証明書を発行することについて、承認相当と意見決定

いたしました。 

つづいて、第２項です。これも浅尾 孝委員から、緑区

誉田町の畑１筆、面積７，２５５平方メートルの内、８０

４平方メートルについて、申出者本人が、農業の主たる従

事者であった旨の現地調査結果報告書が、農地部会長あて

に提出されております。買取り申出の事由は、農業従事者

の「故障」によるものです。 

なお、残りの農地については、ご家族により耕作を続け

るとのことです。 

第２分科会といたしましては、特に問題ないものと判 

断し、証明書を発行することについて、承認相当と意見決

定いたしました。 

以上でございます。 

 

ただいまの、第２分科会委員長からの説明について、質

問、意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

  ――― 質問・意見等無し ――― 
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議   場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、承認することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

  ――― 挙手全員 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第６号は、承認と決定

いたします。 

 

次に、議案第７号「千葉市農用地利用集積計画（案）の

決定について」を上程いたします。 

それでは、第２分科会委員長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定により、市長より農業委員会に対して、農用地利用

集積計画案の適否についての判断を依頼されたもの  

です。 

第１項は、緑区高田町在住の方の所有する、同町の畑１

筆、面積１,５７０㎡を同町在住の農家の方に所有権を移転

するもので、対価は７０万円です。 

第２項及び第３項は、千葉みらい農業協同組合が花見川

区武石町在住の方の所有する同町の田２筆、合計面積 

９８８㎡を使用貸借にて借り上げ、同町の農家の方に使用

貸借権を新規に設定するもので、設定期間は３年です。 

 第４項から第７項は、権利者が同一のため一括してご説

明します。千葉みらい農業協同組合が若葉区川井町在住の

方、他１名の所有する同町の畑８筆、合計面積 

７,７４６㎡を賃借にて借り上げ、同区大広町の農家の方

に賃借権を新規に設定するもので、設定期間はそれぞれ３

年です。 

第８項及び第９項は、同じく千葉みらい農業協同組合が

緑区板倉町在住の方の所有する同町の畑５筆、合計面積

７,２６０㎡を賃借にて借り上げ、同区大木戸町の農家の

方に賃借権を新規に設定するもので、設定期間は６年で

す。 

第１０項は、若葉区桜木在住の農家の方が、同区加曽利

町在住の方の所有する同町の畑２筆、合計面積４,３９６

㎡に賃借権を引き続き設定するもので、設定期間は３年です。 

第１１項は、緑区誉田町在住の農家の方が、同区平川町

在住の方の所有する、同区誉田町及び平川町の畑２筆、合

計面積２,９５６㎡に使用貸借権を引き続き設定するもの
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議    場 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、設定期間は１０年です。 

第１２項は、緑区誉田町在住の農家の方が、同区平山町

在住の方の所有する、同町の畑２筆、合計面積 

２,９２９㎡に賃借権を引き続き設定するもので、設定期

間は５年です。 

第１３項は、農地中間管理機構の千葉県園芸協会が、緑

区平川町在住の方、他２名の所有する若葉区中野町の畑２

筆、合計面積３,１３２㎡に賃借権を新規に設定するもの

で、設定期間は５年です。 

第１項から第１３項までの合計面積は３０,９７７㎡です。本

計画（案）は、本市において基本構想に適合するとともに、

権利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業

に常時従事するものとして作成されたものです。 

第２分科会といたしましても、利用権の受け手要件に適

合し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていると判断されるため、決定相当と意見決定いた

しました。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、第２分科会委員長の説明について、質問、

意見等ございましたらお願いします。 

 

  ――― 質問・意見等無し ――― 

 

 質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

第２分科会委員長の説明のとおり、決定することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

  ――― 挙手全員 ――― 

  

賛成全員でございますので、議案第７号は、原案どおり

決定といたします。 

 

次に、議案第８号「農用地利用配分計画案に係る意見に

ついて」を上程いたします。 

本案件は、部会委員全員による審議を経て意見を決定す

ることが適当であることから、第２分科会では、事務局に

よる議案説明を行い、意見決定は行っておりません。 

また、本案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条第３項の規定に基づき、千葉市長の依頼により意

見を申述するものです。 
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議    場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

農 政 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日、説明員として、市農政部の方の出席をお願いして

おりますので、入室をお願いします。  

 

＝＝＝農政部入室＝＝＝ 

 

 それでは、「農用地利用配分計画」について市農政部よ

りご説明願います。 

 

 議案第８号議案について、ご説明いたします。 

 本案件は、「議案第７号第１３項」でご審議いただきま

した千葉県園芸協会が中間管理権の取得を予定する農地

を、近隣で営農中の経営規模の拡大を希望する担い手へ貸

し付けるため、「農地中間管理事業の推進に関する法律第

１９条第３項の規定」により、市長が農業委員会に対して

農用地利用配分計画（案）について、意見を求めるもので

ございます。 

 農地中間管理事業では、中間管理機構に指定された千葉

県園芸協会が、農地の「貸し手」と「借り手」の交渉等を

経て、農地の「貸し手」から農地法第３条または農業経営

基盤強化促進法による利用権により、中間管理権を取得し

ます。 

 先ほどご審議いただきました「議案第７号第１３項の案

件」がこれにあたります。 

 併せて、機構から「借り手」への貸付けの手続きが行わ

れます。 

 機構は、中間管理権を取得した農地を貸し付ける場合に

は、「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１

項」により、農用地利用配分計画（案）を作成し、県の認

可を受ける必要があります。 

 この手続きにおいて、機構は、市に計画（案）の作成を

求めることができ、市は、農業委員会に計画（案）につい

て意見を求めることができる旨、同法第１９条において規

定されておりますことから、本案件は、この計画案につい

て意見を求めるものです。 

 

 第１項は、若葉区中野町の畑３筆、面積３，１３２㎡を

緑区平川町に支社を設けている茨城県行方市所在の法人

に賃借権を設定するもので、期間は、県の認可・公告の日

から平成３４年７月３１日までの約５年となります。 

 本案件は、「農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第４項各号」に規定する要件を満たしているものと判

断いたします。 
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

小林正明委員 

 

 

農 政 部 

 

 

 

小林正明委員 

 

農 政 部 

 

 

橋本泉委員 

 

 

農 政 部 

 

小川隆良委員 

 

 

農 政 部 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議    場 

 

長谷部衡平委員 

 

 

 

事 務 局 

 

 議案第８号の説明は以上でございます。 

 

 ただいまの農政部の説明について、質問等ございました

らお願いします。 

なお、本案件に係る意見につきましては、市農政部退室

後、改めて、お伺いいたします。 

 

この法人は、この近隣でどのくらいの農地を確保してい

ますか。 

 

過去にも農地中間管理事業を活用して、農地の貸し借り

を行っておりまして、約１ヘクタールの農地を借りており

ます。 

 

この申請地からどのくらいの距離か。 

 

具体的な距離は把握しておりませんが緑区平川町を中

心に借りております。 

 

この法人は担い手だと思いますが、畑での作目は何です

か。 

 

落花生、サツマイモを作付けしております。 

 

この法人は堆肥の生産販売をしている業者として知っ

たのですが、本業は何ですか。 

 

本業は有機肥料の生産販売、緑化植物の生産受託、農地

改良事業です。 

 

質問等無いようですので、ここで、市農政部の方の退室

をお願いします。本日は、ご多忙のところありがとうござ

いました。 

 

 ＝＝＝農政部退室＝＝＝ 

 

この法人は過去にも、伐採した木のチップを堆積して肥

料にしたいということがありましたが、要するに一時堆積

場を作りたいというのが目的だと思いますがどうですか。 

 

この法人はチップを肥料として生産する目的の会社で

すが、平川町につきましては、作物を生産されており、認
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長谷部衡平委員 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

武津岡広治委員 

 

事 務 局 

 

 

猪野幹夫委員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

猪野幹夫委員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

長谷部衡平委員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

長谷部衡平委員 

 

定農業者の認定を受けている会社であり、今般、配分計画

を利用したいという申請があったものです。この申請地で

はサツマイモを自分たちの肥料を使って生産したいとい

うものです。 

 

さっきの説明で、落花生、サツマイモを生産することは

わかりました。一時堆積をするのに、必要以上の堆積は法

により規制されていると思います。また、周囲から臭い、

風による飛散により近隣に被害を及ぼさぬよう、それ何の

防護策をすることを事務局から指導するようお願いしま

す。 

 

指導いたします。 

 

中野町のどの辺りですか、人家は多いのでしょうか。 

 

中野町の平川町に近いあたりです。人家はそう多くはあ

りません。 

 

長谷部委員の心配されている、過去に平川町で問題にな

った経緯はある。作物を作るとは別の懸念なのだが、その

あたりを注意指導していただくことはできないのでしょ

うか。 

 

その点に関しては事務局から指導させていただきます。 

 

長谷部委員からありました堆肥の堆積について法の規

制はありますか。 

 

肥料として置かれていると思うので、程度の問題はある

が、臭いが出たりしないよう指導してまいりたいと思いま

す。 

 

ここで肥料を作るということについては反対です。 

 

この農地で使う肥料をここに置くのはよいのですが、あ

きらかにそれ以上の他に持っていく肥料を農地に置かれ

ているのは問題ですので、そのように指導してまいりたい

と思います。 

 

一定量堆積すると加熱したりする問題がある。その地域

と調和をとりつつやっていってもらうよう、事務局から指
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議   場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

議   場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

第２分科会委員長

(猪野幹夫委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導するようお願いします。 

 

それでは、引き続き、ただいまの農政部、事務局の説明

及び質疑応答を踏まえ、千葉市に付すべき意見がありまし

たらお願いします。 

 

――― 意見聴取【意見なし】 ――― 

 

付すべき意見が無いようですので、お諮りします。 

農用地利用配分計画について、「意見なし」と決定する

ことに賛成の方は、挙手願います。 

 

―――挙 手 全 員――― 

 

賛成全員でございますので、議案第８号は、「意見なし」

と決定いたします。 

 

次に、議案第９号「農地売買等事業を含む農地利用集積

円滑化事業規程の変更について」を上程いたします 

それでは、第２分科会委員長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

議案書 別冊をご覧ください。 

本案件は、農業経営基盤強化促進法第１１条の１２第１

項の規定により、農地売買等事業を含む農地利用集積円滑

化事業規程の変更をしようとするときは、市町村の承認を

得ることが必要とされ、かつ、承認しようとするときは、

同法第１１条の１２第２項の規定によりあらかじめ、農業

委員会の決定を経ることとなっており、千葉市よりその適

否について判断を依頼されたものです。 

議案書別冊９ページをご覧ください。 

農地売買等事業を含む農地利用集積円滑化事業規程の

変更に係る理由ですが、「農業委員会等に関する法律」の

改正に伴い、「都道府県農業会議」から「都道府県農業委

員会ネットワーク機構」へ名称が変更されたことによるも

のです。 

変更内容は、規程における字句の修正及び附則の整理と

なっており、規程の骨格部分の変更はございません。 

 

第２分科会といたしましては、特に問題はないものと判

断し、決定相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 



 

 - 20 - 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 橋本 泉委員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 橋本 泉委員 

 

 

事 務 局 

 

 

猪野幹夫委員 

 

事 務 局 

 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

議   場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、第２分科会委員長の説明について、質問、

意見等ございましたらお願いします。 

 

これは市町村の承認を得なければならないということ

ですが、農地部会で審議してよいのか、あるいは総会に諮

るべきなのか、その判断をどのようにされたか伺いたい。 

 

法律上は「農業委員会の決定を経る」とありますので、

総会で審議いただいても、農地部会で審議しても同様の効

果がございまして、「農地利用集積円滑化事業」は農地部

会の所掌事務となっておりますので農地部会での審議い

ただいたものが農業委員会の決定となります。 

 

そうなりますと、農業委員会の文書規定の所掌事務の中

に規定されているという解釈でよいか。 

 

利用権に関するものですので、農地部会の所掌事務とな

っております。 

 

これは官報などで公告されますか。 

 

これは農協の規定ですので、農協内の総大会に諮って決

定されます。 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事務局の説明のとおり、農地売買等事業を含む農地利用

集積円滑化事業規程の変更について決定することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

――― 挙手全員 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第９号は、原案のとお

り決定といたします。 

  

以上で審議案件は終了いたしましたので、報告案件につ

いて、第１号から第７号までを一括して上程いたします。 

事務局より説明願います。 

 

報告案件について、ご説明いたします。 

議案書の２２ページをご覧ください。 
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報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出につい

て」は、議案書の２３ページまでに５件ございました。 

申請内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決

により、受理通知書を交付いたしました。 

続きまして、議案書の２４ページをご覧ください。 

報告第２号「農地法第４条第１項第７号の規定による届

出について」は、議案書の２５ページまでに１１件ござい

ました。 

申請内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決に

より、全項受理通知書を交付いたしました。 

続きまして、議案書の２６ページをご覧ください。 

報告第３号「農地法第５条第１項第６号の規定による届

出について」は、議案書の２９ページまでに２６件ござい

ました。 

申請内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決

により、全項受理通知書を交付いたしました。 

続きまして、議案書の３０ページをご覧ください。 

報告第４号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」は１件ございました。 

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決

により、書類を受理いたしました。 

続きまして、議案書の３１ページをご覧ください。 

報告第５号「地目変更について」は、１１件ございまし

た。 

農業委員による現地調査を行いました結果、いずれも、

内容につきましては、記載のとおりであり、法務局に回答

済みでございます。 

続きまして、議案書の３２ページをご覧ください。 

報告第６号「千葉県農業会議への諮問に係る答申につい

て（第４条）」は、２件、報告第７号「千葉県農業会議へ

の諮問に係る答申について（第５条）」は、５件ございま

した。 

内容につきましては、６月の農地部会で審議されたもの

で、６月１６日に開催された千葉県農業会議より「許可相

当」との回答があり、許可指令書を交付いたしました。 

報告案件につきましては、以上でございます。 
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議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

議   場 

 

議    長 

（鈴木武夫部会長） 

 

ただいまの報告第１号から第７号について、質問、意見

等ございましたらお願いいたします。 

 

 ――― 質問・意見等無し ――― 

 

質問、意見等無いようです。これらは報告案件でござい

ますので、ご承認いただきたいと存じます。 

 

以上をもちまして、平成２９年度第４回農地部会を閉会

いたします。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、慎重審議を賜りまし

て、ありがとうございました。 

 

閉  会  （午後３時００分） 

 

 


